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　（市債の補正）

第３条　市債の変更は、「第３表　市債補正」による。

る。

　　　令和５年９月７日提出

横 浜 市 長   山   中   竹   春

　　　提　案　理　由

　電力・ガス・食料品等価格高騰対策事業費等を補正したいので提案す

第２条　債務負担行為の変更は、「第２表　債務負担行為補正」による。

市第42号議案

　　　令和５年度横浜市一般会計補正予算（第３号）

令和５年度横浜市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,894,605 千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,932,311,064 千円と

　する。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）



市第42号

2

第１表　歳入歳出予算補正

  　歳  　　入

補 正 前 の 額 計

1188 国国 庫庫 支支 出出 金金 442211,,776655,,338855 33,,779966,,770011 442255,,556622,,008866

1 国 庫 負 担 金 313,278,243 3,255 313,281,498

2 国 庫 補 助 金 107,166,291 3,793,446 110,959,737

1199 県県 支支 出出 金金 111111,,990033,,995555 44,,448855,,005544 111166,,338899,,000099

2 県 補 助 金 32,510,340 4,485,054 36,995,394

2233 繰繰 越越 金金 11 113399,,334444 113399,,334455

1 繰 越 金 1 139,344 139,345

2244 諸諸 収収 入入 110000,,771199,,882222 550066 110000,,772200,,332288

5 雑 入 18,714,909 506 18,715,415

2255 市市 債債 111144,,880033,,000000 447733,,000000 111155,,227766,,000000

1 市 債 114,803,000 473,000 115,276,000

11,,992233,,441166,,445599 88,,889944,,660055 11,,993322,,331111,,006644

款 項 補 正 額

歳歳 入入 合合 計計

千円 千円 千円
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  　歳  　　出

補 正 前 の 額 計

66 ここどどもも青青少少年年費費 334477,,669922,,778822 996688,,662266 334488,,666611,,440088

2 子育て支援費 213,691,528 893,614 214,585,142

3
こ ど も 福 祉
保 健 費

110,720,170 75,012 110,795,182

77 健健 康康 福福 祉祉 費費 442288,,776600,,777766 66,,111111,,992222 443344,,887722,,669988

2 障害者福祉費 135,999,187 249,036 136,248,223

3 老 人 福 祉 費 19,617,665 5,116,437 24,734,102

4 生 活 援 護 費 134,668,701 14,946 134,683,647

5
健康福祉施設
整 備 費

7,672,087 327,133 7,999,220

7 環 境 衛 生 費 3,598,284 122,000 3,720,284

8 医 療 政 策 費 4,082,205 282,370 4,364,575

88 環環 境境 創創 造造 費費 4400,,771155,,772277 4444,,334400 4400,,776600,,006677

4 環境活動推進費 877,006 44,340 921,346

99 資資 源源 循循 環環 費費 4422,,007711,,119900 8800,,000000 4422,,115511,,119900

1 資源循環管理費 23,218,063 37,000 23,255,063

2 適 正 処 理 費 18,489,153 43,000 18,532,153

1100 建建 築築 費費 2277,,553322,,880022 △△ 5544,,000000 2277,,447788,,880022

2 住 宅 費 16,185,837 △ 54,000 16,131,837

1122 道道 路路 費費 7722,,773300,,558833 11,,775511,,000000 7744,,448811,,558833

2 道 路 整 備 費 44,120,731 1,751,000 45,871,731

1133 港港 湾湾 費費 1100,,993377,,336699 226666,,000000 1111,,220033,,336699

1 港 湾 管 理 費 7,805,787 40,000 7,845,787

2 港 湾 整 備 費 3,131,582 226,000 3,357,582

款 項 補 正 額

千円 千円 千円
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補 正 前 の 額 計

1144 消消 防防 費費 5511,,557722,,777700 △△ 113355,,559944 5511,,443377,,117766

1 消 防 費 51,572,770 △ 135,594 51,437,176

1155 教教 育育 費費 227733,,441199,,770088 △△ 113377,,668899 227733,,228822,,001199

8 教育施設整備費 35,548,761 △ 137,689 35,411,072

11,,992233,,441166,,445599 88,,889944,,660055 11,,993322,,331111,,006644歳歳 出出 合合 計計

款 項 補 正 額

千円 千円 千円
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　第２表　債務負担行為補正

　　１　新たに債務負担行為をするもの

期　　　間

消防車両製造請負契約の締結
に係る予算外義務負担

令 和 ６ 年 度 限　度　額 　　　　　　　　　210,000千円

上菅田笹の丘小学校校庭整備
工事請負契約の締結に係る予
算外義務負担

令 和 ６ 年 度 限　度　額 　　　　　　　　　180,000千円

事　　　　　　項 限　　　　　　度　　　　　　 額



市第42号

6

　　２　本年度に債務負担行為をしたものの変更

期　　　　間 期　　　　間

松風学園（日中
活動棟）整備工
事請負契約の締
結に係る予算外
義務負担

令 和 ６ 年 度 限度額 470,000千円 令 和 ６ 年 度 限度額 930,000千円

さかえ住宅解体
・擁壁改修等工
事請負契約の締
結に係る予算外
義務負担

令 和 ６ 年 度 限度額 690,000千円 令 和 ６ 年 度 限度額 860,000千円

尾張屋橋住宅擁
壁改修工事請負
契約の締結に係
る予算外義務負
担

令 和 ６ 年 度 限度額 16,000千円 令 和 ６ 年 度 限度額 37,000千円

万騎が原小学校
体育館建替工事
請負契約の締結
に係る予算外義
務負担

令 和 ６ 年 度 限度額 710,000千円 令 和 ６ 年 度 限度額 890,000千円

事　　　　項
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限　　　度　　　額 限　　　度　　　額
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　第３表　市 債 補 正

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

健 康 福 祉
施 設 整 備 費

4,884,000 4,778,000

市 営 住 宅
整 備 費

3,068,000 2,957,000

街 路 整 備 費 4,603,000 5,390,000

港 湾 施 設 等
維 持 費

82,000 102,000

港 湾 施 設 等
改 良 費

109,000 228,000

消 防 施 設
整 備 費

11,319,000 11,226,000

学 校 用 地 費 492,000 528,000

小 ・ 中 学 校
整 備 費

9,703,000 9,524,000

計計 111144,,880033,,000000 111155,,227766,,000000

 7.0％

以内

  ただ

し、利

率見直

し方式

で借り

入れる

資金に

つい

て、利

率の見

直しを

行った

後にお

いて

は、当

該見直

し後の

利率と

する。

 7.0％

以内

  ただ

し、利

率見直

し方式

で借り

入れる

資金に

つい

て、利

率の見

直しを

行った

後にお

いて

は、当

該見直

し後の

利率と

する。

起債の目的
補　　　　　　　正　　　　　　　前 補　　　　　　　正　　　　　　　後

　市債証券の

発行または普

通貸借の方法

による。

　起債の時期

は令和５会計

年度。ただし、

その全部また

は一部を翌年

度以後に繰り

越し、起債す

ることができ

る。

　外国通貨に

より起債する

場合には、そ

の限度額は、

前記金額の全

部または一部

を、起債日に

おける外国為

替相場で換算

した金額によ

ることができ

る。また、こ

の場合におい

て、市債証券

を紛失または

滅失したもの

に交付するた

め必要あると

きは、限度額

欄に規定する

もののほか、

市債証券を発

行することが

できる。

　起債年度

の翌年度か

ら据置期間

を含め、30

年以内に償

還する。た

だし、本期

間中、未償

還額の範囲

内において

借り換える

ことができ

る。

　公的資金

を借り入れ

る場合は、

その融通条

件による。

　市債証券の

発行または普

通貸借の方法

による。

　起債の時期

は令和５会計

年度。ただし、

その全部また

は一部を翌年

度以後に繰り

越し、起債す

ることができ

る。

　外国通貨に

より起債する

場合には、そ

の限度額は、

前記金額の全

部または一部

を、起債日に

おける外国為

替相場で換算

した金額によ

ることができ

る。また、こ

の場合におい

て、市債証券

を紛失または

滅失したもの

に交付するた

め必要あると

きは、限度額

欄に規定する

もののほか、

市債証券を発

行することが

できる。

　起債年度

の翌年度か

ら据置期間

を含め、30

年以内に償

還する。た

だし、本期

間中、未償

還額の範囲

内において

借り換える

ことができ

る。

　公的資金

を借り入れ

る場合は、

その融通条

件による。




